
令和５年度第１回庄内地域保健医療協議会（庄内地域医療構想調整会議） 
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    Ｗｅｂ会議       

 

次 第 
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（２）地域医療構想の推進について・・・・・・・・・・・・・・・【資料２】 

（３）外来機能報告に基づく紹介受診重点医療機関について・・・・【資料３】 
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○【資料１】第８次山形県保健医療計画の策定について 

  （別紙１）第８次山形県保健医療計画「在宅医療の推進」骨子案 

  （別紙２）第８次山形県保健医療計画「地域編 庄内二次保健医療圏」骨子案 

○【資料２】地域医療構想の推進について 

○【資料３】外来機能報告に基づく紹介受診重点医療機関について 
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山形県地域保健医療協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 住民の健康を確保し、地域の特性や実情に即した保健医療の推進を図ることを目的と

して策定された地域保健医療計画の円滑な進行を図るほか、地域医療構想調整会議として

地域医療構想の達成の推進を図ることを目的に医療法第 30 条の 14 で規定する協議を行う

ため、山形県保健医療計画で定める二次保健医療圏ごとに、別表に掲げる地域保健医療協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

    

（協議事項） 

第２ 協議会は、次の事項について協議検討する。 

(1) 地域保健医療計画及び地域医療構想の進捗状況の把握、評価に関すること。 

(2) 地域保健医療計画及び地域医療構想の見直しに関すること。 

(3) 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関すること。 

(4) 病床機能報告制度による情報の共有に関すること。 

(5) 地域医療構想の達成を推進するための方策に関すること。 

(6) 地域の病院・有床診療所の開設・増床等に関すること。 

(7) 外来医療計画に関すること。 

(8) その他目的達成のため必要な事項に関すること。 

 

（委員） 

第３ 協議会は、それぞれ委員 50 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。 

(1) 保健医療関係者 

(2) 福祉関係者 

(3) 学識経験者 

(4) 行政関係者 

(5) 医療保険者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は２年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５ 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

 

（専門部会等） 

第６ 協議会に、必要に応じ、専門的事項を調査検討させるために、専門部会やワーキング

を置くことができる。 

 

 



（庶務） 

第７ 協議会の庶務は、別表に掲げる総合支庁保健福祉環境部において処理する。 

 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成５年５月12日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２８年９月２９日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

 

  別 表 

 

二次保健  

医  療  圏  
地域保健医療協議会  

庶務担当総合支庁  

保健福祉環境部  

村山圏域  村山地域保健医療協議会  村山総合支庁  

最上圏域  最上地域保健医療協議会  最上総合支庁  

置賜圏域  置賜地域保険医療協議会  置賜総合支庁  

庄内圏域  庄内地域保健医療協議会  庄内総合支庁  

 



資料1-1

第８次山形県保健医療計画の
策定について



第8次山形県保健医療計画の策定について

○ 医療計画とは、医療法第30条の4の規定により、都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県におけ
る医療提供体制の確保を図るために策定

○ 現在の山形県の医療計画である「第7次山形県保健医療計画」は、平成30度から令和5年度までの6年間を計画期間としており、令和6～
11年度を計画期間とする次期医療計画の策定が必要

１ 保健医療計画の位置付け

２ 次期計画の目標年度

３ 計画見直しの必要性

４ 計画見直しのポイント

５ 次期計画の策定組織

６ 検討体制

７ 医療専門部会

○ 本県の医療提供体制の確保（良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保）に
関する基本計画として、医療法の規定に基づき策定するもの。

○ 令和11年度

（１）６事業目の追加

（２）介護保険事業（支援）計画等の他の計画との整合性の確保

（３）ロジックモデルの導入検討

（４）計画の一体的作成

• 新興感染症発生・まん延時における医療を６事業目として記載。
• 予防計画との整合性を図りながら内容を検討していく。

• 病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシ
ステムの構築が一体的に行われるよう、県介護保険事業支援計画及び市町村介護
保険事業計画において掲げる介護の整備目標と、医療計画において掲げる在宅医
療の提供体制が整合的なものとなるよう、地域保健医療協議会（在宅医療専門部
会）において必要な事項についての協議を行う。

• その他の関連計画についても整合性を図る。

○ 医療計画は、医療法第30条の６の規定により、６年ごとに見直しこととなっている。

• ５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患）、６事業
（救急、災害時医療、へき地、周産期、小児、新興感染症発生・まん延時）及び
在宅医療の目標値について、ロジックモデルの導入を検討

• 政策的に関連が深い医療計画以外の計画について、医療計画に定める内容と重複
する場合には、医療計画と一体のものとして策定することが可能となった。

○ 山形県保健医療推進協議会において計画の見直しに関することを検討協議し、計画案
の策定に当たっては、特定事項について調査検討するため、山形県保健医療推進協議会
に部会を設置する。

○ 在宅医療と介護との連携、二次保健医療圏ごとの「地域編」については、地域保健医
療協議会において検討協議する。

令和5年6月5日開催
令和5年度第1回山形県保健医療推進協議会資料から一部抜粋

保健医療推進協議会 地域保健医療協議会

医療専門部会

• 在宅医療、地域の特徴的な疾病対策等に
ついて検討

幹事会（庁内会議）

• ５疾病６事業や基準病床数等について検討

○ 以下の団体に委員の推薦を依頼

• 山形県病院協議会
• 山形県医師会
• 山形大学医学部
• 山形県歯科医師会
• 日本精神科病院協議会山形県支部
• 全国自治体病院協議会
• 山形県薬剤師会
• 山形県看護協会⇒各計画の所管部局において対応を検討
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第8次山形県保健医療計画の策定に向けたスケジュール（目途）

県 山形県保健医療推進協議会
山形県保健医療推進協議会

医療専門部会
地域保健医療協議会

3月

4月

5月

6月
第1回
◆計画策定の進め方

7月
第1回開催
◆計画の基本理念・方向

第1回開催
◆骨子案について意見照会

8月 骨子案とりまとめ 骨子案について意見照会
第2回開催
◆計画の骨子案について

9月

10月

11月
第3回開催
◆計画案について

第2回開催
◆計画案について

12月
第2回開催
◆計画案について

1月 パブリックコメント

2月

3月

作成指針提示（厚生労働省）

骨子案作成
（各担当課）

計画案作成
（各担当課）

計画案とりまとめ

策定

令和5年6月5日開催
令和5年度第1回山形県保健医療推進協議会資料を一部加工

※前回計画策定時のスケジュールを参考に作成した現時点での素案であり、検討の進捗等により前後する場合があります。
3



第8次山形県保健医療計画の策定について

○ 現行の第７次山形県保健医療計画は、第１部総論、第２部各論、第３部地域編の３部で構成
○ 各地域保健医療協議会では、第2部各論のうち「在宅医療の推進」と、地域編について協議検討

参考）第7次山形県保健医療計画の記載事項
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第8次山形県保健医療計画「地域編」について

○ 山形県では、地域の特性・課題等に応じ、関係者が認識を共有して課題の解決に向けた取組を進めるため、総論・各論に加えて、圏域
ごとに地域編を策定

令和5年5月8日開催
令和5年度第1回山形県保健医療推進協議会幹事会資料を一部加工
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第8次山形県保健医療計画【庄内地域編】の構成について

１ 医療提供体制

２ 地域の特徴的な疾病対策等

３ 在宅医療の推進

（１）医療従事者

（２）救急医療

（３）医療連携

（４）新興感染症発生・まん延時における医療【新規】

（１）がん対策

（２）循環器病対策

（３）糖尿病対策

（４）精神疾患対策

（１）在宅医療の充実

（２）介護との連携

第７次計画の「がんを中心とした生活習慣病対策」
の項目を疾病別に３つに分割

第７次計画の「多職種による口腔ケアと食支援」
の項目を「在宅医療の充実」に統合
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第8次山形県保健医療計画【庄内地域編】骨子（案）の概要 ➀

１ 医療提供体制

 山形県では、４つの二次保健医療圏を設定しており、地域の特性・課
題等に応じ、関係者が認識を共有して課題の解決に向けた取組を進め
るため、総論・各論に加えて、圏域ごとに地域編を策定

 地域編は、「医療提供体制」、「地域の特徴的な疾病対策等」、「在
宅医療の推進」の３つの柱で構成

 地域編については、各地域保健医療協議会（在宅医療専門部会）にお
いて協議

地域編の趣旨

※以下、「骨子（案）」から主な項目を抜粋

現状と課題  庄内地域の医師数201.6人は県全体の数値244.2人を下回り、平
成30年と比較しても更に格差が拡大

 歯科医師数63.8人は県全体63.5人と同程度
 薬剤師数180.7人は県全体199.3人を下回る
 看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）数1,387.2人

は県全体1,368.4人を僅かに上回るものの、看護師数947.7人は
県全体1,063.4人を下回る状況

 限られた医療資源を最大限活用するための人材育成が必要

目指すべき
方向

○ 医師等医療従事者の確保・定着に向けた取組の推進
○ 持続可能な医療提供体制確保のため人材育成を推進

数値目標  医療施設従事医師数

現状と課題  軽症患者が二次・三次救急を高い割合で受診
 高齢化に伴い高齢者の救急搬送件数及び割合が増加
 救急搬送数は増加傾向にあり、プレホスピタル等を担う人材育

成が必要

目指すべき
方向

○ 軽症患者の救急告示病院への集中緩和を図るため、適正受診を
推進

○ 増加する高齢者の救急搬送について、高齢者の意思によらない
救急搬送に係る関係機関の共通認識の形成を推進

○ 救命率向上のため、プレホスピタル等を担う人材育成を推進

数値目標  二次・三次救急医療機関を受診する軽症患者数の割合

現状と課題  新型コロナウイルス感染症対応において、５類移行までの間、庄
内地域では5.7万人を超える陽性者が発生

 病院・医師会による全陽性者への診療（電話診療含む）を実施し、
入院を要する場合は病診連携により保健所を介さず入院調整

 関係機関の連携体制を構築し、ＩＣＴを活用した定期的な情報共
有の場を設置

 新興感染症への対応は早期からの地域の連携体制と情報共有体制
が重要であり、介護・福祉施設を含めた平時からの連携体制の構
築及び強化が課題

 多様な問合せ・相談が保健所や病院に集中し、業務を圧迫

目指すべき
方向

○ 【平時】地域ぐるみの感染症対応体制が構築され、福祉施設にお
いては、標準予防策や換気対策を確実に実施するとともに、高齢
者施設において必要な医療支援が行われる体制を整備

○ 【初期対応】関係機関との情報共有を適切に実施
○ 【まん延時】必要な病床を確保のうえ、病診連携により入院調整

を実施するとともに、県民向けの相談窓口において適切に対応

数値目標  新型コロナ患者の外来対応医療機関数
 庄内AMR等対策ネットワーク参加医療機関の割合
 新興感染症等発生時を想定した訓練への参加医療機関及び高齢者

施設の割合

現状と課題  高齢化による医療ニーズの変化を踏まえ、各ステージに応じた医
療を継続的に提供できる介護施設を含めた複合的な医療提供体制
の構築が重要

 地域医療情報ネットワークが整備されているが、情報共有、連携
体制の強化には積極的な利活用が必要

 かかりつけ医機能の強化と共に、医療機関の機能・役割について
住民への周知啓発が必要

目指すべき
方向

○ 地域医療構想の下、医療機関の機能分化と連携を促進
○ 介護施設を含む関係機関の地域医療情報ネットワークの積極的な

利用を促進し、医療・介護連携を推進
○ 医療連携に係る住民の理解の拡大を促進

数値目標  地域医療情報ネットワーク「ちょうかいネット」アクセス数

（２）救急医療

（１）医療従事者

（４）新興感染症発生・まん延時における医療【新規】

（３）医療連携

※ 数値は人口10万対

 人口10万対看護職員数
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2 地域の特徴的な疾病対策等 3 在宅医療の推進

現状と課題  がんによる死亡率は減少傾向にあるものの、全国平均や県平均を
上回り、部位別では特に肺がんの死亡率が最も高い状況

 がん検診受診率は県平均と比較し高いものの、精密検査受診率は
100％に満たないため、精密検査受診率の向上が課題

 地域がん診療連携拠点病院等を中心に、地域の医療機関が連携し、
質の高いがん医療の提供体制の充実が必要

 がんと診断された時から始まる緩和ケア提供体制の充実、相談支
援や就労支援等のがんとの共生に向けた取組が必要

目指すべき
方向

○ がん検診（精密検査）受診率の向上、生活習慣改善に向けた啓発
○ 医療機関の連携による質の高いがん医療の提供体制を整備
○ がんとの共生に向け、相談支援や就労支援等の体制を整備

数値目標  がん検診受診率
 特定検診受診率（循環器病対策・糖尿病対策の数値目標を兼ねる）

（１）がん対策

現状と課題  心疾患及び脳血管疾患の死亡率は全国平均を上回っており、発症
及び重症化予防には食生活や運動習慣など生活習慣の改善が必要

目指すべき
方向

○ 危険因子となる生活習慣病の予防及び重症化の予防に向け、生活
習慣の改善を促進

（２）循環器病対策

現状と課題  特定検診受診率の向上に向けた啓発が必要

目指すべき
方向

○ 関係機関と連携し、健康的な食生活を推進するとともに、合併症
の予防を含めた適切な医療の提供と医療機関の連携体制を構築

（３）糖尿病対策

現状と課題  患者数は増加傾向にあり、病状に応じた医療提供が必要
 地域移行・定着に向け、関係機関の連携や住民等への啓発が必要
 自殺死亡率は県平均を上回っており、関係機関とした対応が必要

目指すべき
方向

○ 在院日数の短縮、再入院率の減少を図り、地域移行を促進
○ うつ病等の相談体制の充実、自殺対策に取り組む関係機関の連携

体制整備を推進

数値目標  精神科病床における1年以上長期入院患者数
 自殺死亡率

（４）精神疾患対策

現状と課題  医療と介護の複合的ニーズを持った高齢者が増加するため、在宅
医療を担う人材（特に医師及び訪問看護師）の確保が重要

 超高齢者の長期入院はフレイルの進行等に繋がるため、施設或い
は自宅への移行も念頭においた退院支援体制の検討が必要

 訪問医の減少や過疎地域等の診療の効率化のため、オンライン診
療や主治医のバックアップ体制の整備等が必要

 医師・看護師のほか、歯科医師、歯科衛生士、リハ専門職、管理
栄養士等の多職種による支援は、今後の在宅医療等需要の増加や
多様化に対応するため、体制の強化が必要

 自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取り体制の構築が必要
 医療的ケア児とその家族への支援に関わる人材育成等支援体制の

整備が必要
 避難行動要支援者の個別避難計画の作成等、医療的ケア児を含む

難病患者等の災害時対応の推進が必要

目指すべき
方向

○ 在宅医療等需要の増加に対応した医療提供体制（人材育成、医療
機関の連携、多職種連携、オンライン診療等）の構築

○ 医療的ケア児を含む難病患者等が安心して地域で生活できるよう、
支援体制の整備

数値目標  訪問診療の実施件数
 訪問診療を実施する診療所・病院数

（１）在宅医療の充実

現状と課題  高齢化の一層の進行に伴い、一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯が
増加する中、平時から介護や医療と繋がることで迅速な支援を受
けられることの啓発が必要

 在宅医療・介護連携拠点が「在宅医療に必要な連携を担う拠点」
として、ニーズの増加を踏まえた活動の更なる強化が必要

 認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チームによる支援が
行われているが、認知症家族へのサポート体制の強化が必要

目指すべき
方向

○ 在宅医療・介護連携拠点による多職種連携と、医療と介護の連携
体制を構築

○ 介護保険事業計画に基づき、関係団体と共に地域支援事業（特に
住民への在宅医療への理解を深める活動）を推進

○ 認知症家族へのサポート体制を構築

（２）介護との連携

第8次山形県保健医療計画【庄内地域編】骨子（案）の概要 ②

 精密検査受診率
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第８次山形県保健医療計画（在宅医療関係）について 

１ 策定において検討すべき主な事項 

（１）医療法に基づく医療提供体制の確保に関する基本方針が一部改正された。 

   第五 地域医療構想に関する基本的な事項 

三 在宅医療に係る医療連携体制の在り方 

   （略）在宅医療において積極的な役割を担う医療機関、在宅医療に必要な連携を

担う拠点等の機能も勘案し、地域での協議及び調整を通じて在宅医療の体制整備

を進めることが重要である。（以下略） 

「在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」の見直しにより、以下について計画に

位置づけることとされた。 

 ・在宅医療において積極的役割を担う医療機関 

 ・在宅医療に必要な連携を担う拠点 

 ※在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠

点を圏域内に少なくとも 1つは設定すること。 

 

（２）「在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」の見直しによる主な新規記載事項 

 ・【日常の療養支援】訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導 

 ・【日常の療養支援】業務継続計画（BCP）の策定を推進 

 ・【急変時の対応】消防関係者も含め連携体制の構築を進めることが望ましい  等 

 

（３）在宅医療需要（追加的需要）の再推計・「やまがた長寿安心プラン（第 10次山形県老

人保健福祉計画・第 9次山形県介護保険事業支援計画）」との整合性確保 

今年度「やまがた長寿安心プラン」策定。在宅医療需要を再推計し、数値目標につ

いて反映する。 

 

２ 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」「在宅医療に必要な連携を担う拠点」          

 （１）在宅医療において積極的役割を担う医療機関 

  ①指針の内容 

自ら 24時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行い

ながら、医療や介護、障がい福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所

を、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として医療計画に位置付けること 

目標 ・在宅医療の提供及び他医療機関の支援 

・多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援 

・災害時及び災害に備えた体制構築への対応 

・患者の家族等への支援 

求められる

事項 

・医療機関（特に一人の医師が開業している診療所）が対応しきれない

夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援を行う 

・在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障がい福

祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きかける 

令和５年７月３１日 

県 医 療 政 策 課 
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・災害時等にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療

機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む）を策定し、他の

医療機関等の計画策定等の支援を行う 等 

  ②本県の対応案 

    在宅療養支援病院・診療所（機能強化型や在宅療養実績加算を行っているもの）等

から各医療圏で設定を検討する 

 

（２）在宅医療に必要な連携を担う拠点 

  ①指針での言及 

地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健

所、市町村等の主体のいずれかを在宅医療に必要な連携を担う拠点として医療計画

に位置付けること 

目標 ・多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築 

・在宅医療に関する人材育成 

・地域住民への普及啓発 

・災害時及び災害に備えた体制構築への支援 

求められる

事項 

・地域の医療及び介護、障がい福祉の関係者による会議を定期的に開催

し、在宅医療における提供状況の把握、災害時対応を含む連携上の課

題の抽出及び対応策の検討等を実施する 

・退院時から看取りまでの医療・介護・障がい福祉サービスにまたがる

様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整を

行う 等 

  ②本県の対応案 

    役割の整合性を確認できれば、「在宅医療・介護連携拠点」を位置づけることを検

討する。 
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第３章 在宅医療の推進 

第１節 在宅医療提供体制の整備 

《現状と課題》 

◆ 在宅医療とは、医療や介護に従事する専門職が病院・診療所への通院が困難になっ

た患者に対して、住み慣れた自宅や介護施設などを訪問して行う医療であり、高齢者

になっても、病気にかかったり障がいがあったりしても本人・家族の希望に応じ、地

域で療養生活を営むことを可能とするもの 

 ◆ 厚生労働省「令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」に

よると、治る見込みがない病気になり、およそ１年以内に徐々にあるいは急に死に至

ると考えた場合に最期を迎えたい場所として、「自宅」を希望する人は 43.8％、「介護

施設」を希望する人は 10.0％、「医療機関」を希望する人は 41.6％との結果。一方で、

令和３年人口動態統計によると、本県の場所別の死亡数の割合は、自宅が 14.4％（全

国 17.2％）であるのに対し、医療機関は 64.9％（全国 65.9％）と、多くの人が自ら望

んだ場所で最期を迎えられていない状況 

 ◆ 本県の人口は県内大多数の市町村で減少しており、年齢別に見ると、75歳以上の後

期高齢者人口は令和 17 年まで増加する見込み（同年の 75 歳以上の人口割合は令和４

年の 18.4％から 25.0％に増加）。後期高齢者人口の増加に伴い、要介護認定者や認知

症患者が増加することや、自宅や地域で疾病や障がいを抱えつつ生活を送る方が小児

や若年層を含め増加することが見込まれることから、医療を提供する場所について入

院・外来の医療機関（病院、診療所）だけでなく、在宅医療提供体制の整備がさらに

必要 

 ◆ 本人・家族の希望に応じ地域で安心して療養生活を営むことを可能とするためには、

在宅医療提供体制に求められる「退院支援」、「日常の療養支援」、「急変時の対応」及

び「看取り」の４つの機能全てにおいてさらなる充実・強化が必要 

 ◆ 医師数の限られる本県においては、既存や新規開業するかかりつけ医に可能な範囲

で在宅医療に取り組んでもらう必要があるが、24 時間 365 日対応など足りない部分

を、積極的に地域の医療機関が支える必要 

 ◆ 医療と介護の複合的ニーズを有する高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的

かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要 

 

[退院支援の現状] 

◆ 退院支援担当者を配置している病院は 38か所と全病院の半数強。また、入退院支援

ルール等は、県内全ての二次医療圏で策定され、運用。引き続き、入院時から在宅療

養まで、患者が安心して円滑に移行ができるよう、退院支援の充実が必要 

 

別紙１ 
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退院支援担当者を配置している病院   

 村山 最上 置賜 庄内 計 

病院数(Ａ) 33 ５ 15 14 67 

うち担当者配置の病院(Ｂ) 21 ２ ７ ８ 38 

割合(Ｂ/Ａ) 63.6% 40.0% 46.7% 57.1% 56.7% 

資料：厚生労働省「令和２年医療施設調査」 

 

 [日常の療養支援の現状] 

◆ 訪問診療の実施件数（訪問診療を受けた患者数）は、平成 29年の 8,893件/月から、

令和２年には 9,009件/月に増加 

 訪問診療の実施件数（訪問診療を受けた患者数） 

 村山 最上 置賜 庄内 計 

訪問診療の実施件数（件/月） 4,535 216 1,355 2,903 9,009 

うち診療所 4,431 185 1081 2,675 8,372 

うち病院 104 31 274 228 637 

資料：厚生労働省「令和２年医療施設調査」（注）医療保険ベース 

 

◆ 訪問診療を実施している医療機関は、全病院67のうち24か所（35.8％）（全国平均

36.1％）、全診療所910のうち197か所（21.6％）（全国平均19.8％）。病院は全国平均

を下回るものの、診療所は上回る。ただし診療所においては、診療所数が減少し、訪

問診療の実施割合も減少傾向にある。開業医の高齢化による影響が想定されるため、

訪問診療を行う医師の負担を軽減するための取組みが求められる 

訪問診療を実施している病院  

 村山 最上 置賜 庄内 計 

病院数(Ａ) 33 ５ 15 14 67 

うち訪問診療を行う病院(Ｂ) ８ ３ ８ ５ 24 

割合(Ｂ/Ａ) 24.2% 60.0% 53.3% 35.7% 35.8% 

資料：厚生労働省「令和２年医療施設調査」 

 

訪問診療を実施している病院の推移 

 Ｈ26 Ｈ29 Ｒ２ 

病院数(Ａ) 68 69 67 

うち訪問診療を行う病院(Ｂ) 25 23 24 

割合(Ｂ/Ａ) 36.8％ 33.3％ 35.8% 

資料：厚生労働省「平成 26年、29年、令和２年医療施設調査」 
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訪問診療を実施している診療所  

 村山 最上 置賜 庄内 計 

診療所数(Ａ) 483 52 150 225 910 

うち訪問診療を行う診療所(Ｂ) 95 ７ 33 62 197 

割合(Ｂ/Ａ) 19.7% 13.5% 22.0% 27.6% 21.6% 

資料：厚生労働省「令和２年医療施設調査」 

 

訪問診療を実施している診療所の推移 

 Ｈ26 Ｈ29 Ｒ２ 

診療所数(Ａ) 932 926 910 

うち訪問診療を行う診療所(Ｂ) 232 211 197 

割合(Ｂ/Ａ) 24.9％ 22.8％ 21.6% 

資料：厚生労働省「平成 26年、29年、令和２年医療施設調査」 

 

 

◆ 地域医療構想において在宅医療等の需要増加が推計されていることから、訪問診療・

訪問看護・訪問歯科診療・訪問薬剤管理指導・訪問リハビリテーション・訪問栄養食

事指導など在宅医療提供体制の強化が必要 

◆ 在宅医療提供体制の強化に向けては、在宅医療に携わる医師、歯科医師、歯科衛生

士、 看護師、薬剤師、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理

栄養士など多職種の連携を強化する必要があり、そのためにはそれら専門職団体や地

域の保健医療関係機関が連携し人材育成を行うことが必要 

◆ 令和５年２月現在の在宅療養支援歯科診療所の数は 97か所。高齢化の進行に伴い、

通院が困難な状態になった高齢者や在宅療養を行う人等に対し、必要な歯科医療が提

供できるよう、在宅歯科診療体制の構築が必要。また、医科・歯科・福祉・保健のよ

り一層の連携体制の強化が必要 

◆ 在宅医療を推進するにあたり、薬局には、医薬品、医療機器等の提供体制の構築や

患者の服薬情報の一元化・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導、多職種と

の連携、夜間・休日を含む急変時の対応等が求められ、こうしたかかりつけ機能を有

することが必要。地域全体で必要な薬剤師サービスを提供していく等、提供体制の検

討が必要 

◆ 在宅療養者の生活を中心的に支える訪問看護について、訪問看護ステーション数は

85か所（休止事業所を除く）。また、看護職員が５人未満の小規模な事業所（56か所）

が多い。さらに、訪問看護受給率（65歳以上人口における介護保険法による訪問看護

受給者の割合）は全国平均が 1.94％に対して本県合計は 1.31％で、地域によりばらつ

き（0.78％～1.49％）も見られる。 

◆ 今後の在宅医療需要の増加を見据え、安定的な訪問看護サービスの提供体制の整備

が求められる。 
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訪問看護ステーション数等 

 村山 最上 置賜 庄内 計 

訪問看護ステーション数 43 ６ 13 23 85 

うち看護職員数５人以上（常勤換算） 15 ０ ５ ９ 29 

介護保険法による訪問看護受給率 1.49％ 0.79％ 1.29％ 1.12％ 1.31％ 

訪問看護の実施件数（訪問看護サ

ービス受給者数） 
2,561 206 889 1,070 4,726 

資料：県高齢者支援課調べ（令和５年６月１日現在） 

（注）訪問看護の実施件数は介護保険ベース 

 

◆ 医療的ケアを受けながら日常生活を営む小児患者に対する訪問診療、訪問看護など

に対応できる体制の確保が必要。医療的ケア児を受け入れている訪問看護ステーショ

ン数（サテライト含む）は、41か所（令和５年４月現在） 

◆ 在宅療養支援診療所等では、人工呼吸器等の医療機器を使用している患者も多く診

療しており、災害が起きた際、患者の安否確認を含め、緊急性の高い状況において事

業の継続が必要。一方で、診療所をはじめ在宅医療・介護を担う事業所は小規模なこ

とが多く、厚生労働科学特別研究事業「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ

た、在宅医療・介護提供体制の強化のための研究」の調査による令和２年１月以前の

ＢＣＰの策定率は在宅療養支援診療所 11％、在宅療養支援病院 32%と低い現状。 

◆ 県が県医師会及び各郡市地区医師会の協力のもと県内全医療機関を対象に実施した

令和２年度在宅医療・オンライン診療に係る実態調査によると、在宅医療を実施して

いる医療機関数は前回調査（平成 29年度）と比べて減少したものの、現在、在宅医療

に取り組んでいる医療機関の８割強が「今後も取組を継続したい」「拡大したい」とい

う意向。「在宅医療に今後取り組みたい」とした医療機関も一定数あったことから、新

規開業者も含め、これら意欲ある医療機関をより強力に支援していくことが必要。 

◆ 在宅医療の普及推進のためには、限られた医療資源の有効活用に向け、ＩＣＴ機器

の活用が重要であり、ＩＣＴ技術を活用した訪問診療や、訪問看護におけるオンライ

ン診療の活用などの検討が必要 

 

[急変時の対応の現状] 

◆ 患者と家族が安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養者の症状が急変

した際に24時間365日いつでも往診や訪問看護の対応が可能な体制や入院医療機関に

おける円滑な後方支援体制の確保が求められており、その役割を担う在宅療養支援診

療所（病院）、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟を持つ医療機関の増加が必

要な状況 
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在宅療養支援診療所数 

 村山 最上 置賜 庄内 計 

診療所数(Ａ) 483 51 147 213 894 

うち在宅療養支援診療所(Ｂ) 34 4 17 32 87 

割合(Ｂ/Ａ) 7.0% 7.8% 11.6% 15.0% 9.7% 

資料：診療所数：山形県医療機関情報ネットワーク（令和５年６月 12日アクセス） 

在宅療養支援診療所数：東北厚生局「施設基準の届出等受理状況一覧」（令和５年４月１日） 

 

24時間体制を取っている訪問看護ステーション数 

 村山 最上 置賜 庄内 計 

訪問看護ステーション数 39 ５ 12 21 77 

うち緊急時訪問看護加算 39 ５ 12 21 77 

資料：県高齢者支援課調べ（令和５年６月１日現在） 

 

[看取りの現状] 

◆ 厚生労働省の意識調査では、最期を迎えたい場所として、「自宅」を希望する人は

43.8％、「介護施設」を希望する人は 10.0％との結果。 

◆ 一般診療所のうち看取りを実施している診療所の割合は県全体で6.2％となってお

り、患者や家族が希望した場合に、自宅や介護施設等で最期を迎えることを可能にす

る医療及び介護の体制整備が必要。 

在宅看取りを実施している一般診療所数 

 村山 最上 置賜 庄内 計 

診療所数(Ａ) 483 52 150 225 910 

うち看取り実施の診療所(Ｂ) 21 4 10 21 56 

割合(Ｂ/Ａ) 4.3% 7.7% 6.7% 9.3% 6.2% 

資料：厚生労働省「令和２年医療施設調査」 

 

◆ 高齢化の進展に伴い、介護施設等で最期を迎える者が増えていることから、在宅医

療に係る機関が日常的な関わりを持ち、介護施設等による看取りを必要に応じて支援

することが必要。 

 

[在宅医療に係る圏域] 

◆ 在宅医療提供体制の構築に当たり、各市町村の取組に加えて、郡市地区医師会や地

域の基幹病院を中心として、顔の見える関係のもとで医療と介護の連携や在宅医療の

充実を図る取組が進められている状況を踏まえ、前計画と同様に在宅医療圏域を設定

（具体的な圏域の設定については地域編において記載） 

 

 



6 

 

《目指すべき方向》 

医療関係機関（病院、診療所、医師会、訪問看護を含む看護団体、歯科医師会、薬剤師

会等）、介護関係機関（福祉団体・施設・事業所等）及び行政等の連携・協働のもとに、本

人・家族の希望に応じ、いずれの地域においても安心して療養生活を送ることを可能とす

る体制の確保を推進 

 

[退院支援] 

○ 入院する患者が早期かつ円滑に在宅医療への移行ができるよう、入院時から病院、診

療所、介護施設等の連携による退院を支援する体制を確保 

 

[日常の療養支援] 

〇 在宅医療等需要の増加と重症度の高い在宅療養者への対応など在宅医療のニーズに

応えられるよう、自宅や自宅以外における生活の場の充実とともに、在宅医療に携わる

医師、歯科医師、歯科衛生士、看護師、薬剤師、介護支援専門員、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、管理栄養士などの多職種が連携で取り組む体制確保はもとより、タ

スクシェアやＩＣＴ技術の活用など医師の負担軽減に向けた取組みの推進 

○ 訪問看護事業者の経営安定化や、訪問看護師の確保・育成など、質の高いサービスを

安定して提供するための体制を構築 

○ 特に、医療的ケア児や難病、看取りなど、多様化する在宅医療のニーズに対応できる

専門的な知識と技術を持った訪問看護師の育成を強化 

〇 災害時において適切な医療を提供するために、医療機関等は関係機関間や自治体と平

時から連携を進め業務継続計画（ＢＣＰ）を策定、検証のうえ取組みを推進 

 

[急変時の対応] 

○ 在宅療養者の症状の急変に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所・訪問看護

ステーションと、入院機能を有する病院、診療所、消防関係者などとの円滑な連携によ

る診療体制を確保 

 

[看取り] 

〇 住民やその家族が、在宅での看取りを含め、自身の人生の最終段階について考える機

運醸成を図る 

○ 住み慣れた自宅や介護施設等、本人・家族が望む場所で看取りを行うことができる体

制を確保 

 

[多職種連携を図りつつ 24時間体制で在宅医療の提供を支援する体制づくり] 

○ 在宅医療提供体制に求められる「退院支援」、「日常の療養支援」、「急変時の対応」、

「看取り」の４つの医療機能を支えるため、「在宅医療において積極的に取り組む医療

機関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が中心となり、多職種連携を図りつつ、
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24時間体制で在宅医療の提供を支援する体制の確保 

 

《数値目標》 

 ・ 訪問診療の実施件数（訪問診療を受けている患者数） 

 ・ 訪問診療を実施する診療所・病院数 

 ・ 在宅療養支援歯科診療所の数 

 ・ 訪問歯科診療件数（月平均） 
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第３部  地域編 

第４節 庄内二次保健医療圏 

１ 医療提供体制                                    

《現状と課題》 

（１）医療従事者 

◆ 庄内地域に従業地を有する医師数（令和２年末）は、人口10万人当たり201.6人で県

全体の244.2人を下回っており、平成30年の数値との比較で格差が拡大 

  診療科別に見ると小児科の勤務医が減少するなど、いずれの診療科も県全体より下

回っている状況 

◆ 令和５年度に厚生労働省が示した医師偏在指標において、庄内地域は、「医師少数地

域」と位置付け 

◆ 庄内地域に従業地を有する歯科医師数は、人口10万人当たり63.8人で県全体の63.5

人と同程度 

◆ 庄内地域に従業地を有する薬剤師数は、人口10万人当たり180.7人で県全体の199.3

人を下回っている状況 

◆ 看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）数（常勤換算）は、人口10万人当た

り1,387.2人で県全体の1,368.4人を僅かに上回っているが、看護師は同947.7人で県全

体の1,063.4人を下回っている状況 

◆ 持続可能な医療体制を構築するため、継続した医療従事者等の確保が必要 

◆ 労働人口が年々減少する中、限られた医療資源を最大限活用するため、医療人材の

資質向上と育成が必要 

◆ 高齢化が一層進行し、医療と介護の複合的ニーズを抱えた超高齢者が増加している

中で、医療サービスが継続して提供されるとともに、医療機関と介護機関の連携を意

識した体制構築が必要 

 

人口10万対医療従事者数（総数） 

 医師 歯科医師 薬剤師 

山形県 244.2人 63.5人 199.3人 

庄内 201.6人 63.8人 180.7人 

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和２年末現在） 

 

 

 

 

 

別紙２ 
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人口10万対診療科別医療従事医師数（庄内） 

 総 数 小児科 産婦人科 救急科 

平成30年 190.1人 100.7人 34.8人 1.9人 

令和２年 191.7人 85.4人 41.3人 1.5人 

増 減 1.6人 ▲15.3人 6.5人 ▲0.4人 

山形県(令和２年) 229.9人 116.5人 52.9人 2.3人 

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（各年末現在）］ 
※ 小数点第２位で端数処理、施設嘱託医等は含まれない 

※ 小児科の人口10万対は15歳未満人口 

※ 産婦人科の人口10万対は15歳～49歳女性人口 

 

人口10万対看護職員の状況[常勤換算数]（平成22年、令和２年の比較） 

   保健師 助産師 看護師 准看護師 合 計 

山
形
県 

平成22年 
44.9人 

(524.4) 

24.8人 

(290.4) 

814.4人 

(9,519.8) 

262.1人 

(3,063.7) 

1,146.2人 

(13,398.3) 

令和２年 
57.9人 

(618.1) 

32.0人 

(341.9) 

1,063.4人 

(11,357.7) 

215.1人 

(2,297.2) 

1,368.4人 

(14,614.9) 

庄 

内 

平成22年 
50.9人 

(149.8) 

19.2人 

(56.4) 

704.2人 

(2,068.6) 

381.1人 

(1,119.6) 

1,155.6人 

(3,394.4) 

令和２年 
58.8人 

(154.5) 

31.8人 

(83.6) 

947.7人 

(2,488.9) 

348.9人 

(916.2) 

1,387.2人 

(3,643.2) 

資料：厚生労働省「業務従事者届」から庄内保健所が作成、下段（）内は常勤換算の就業者総数 

※ 山形県の人口10万対比率算出に用いた人口は、総務省統計局「国勢調査人口等基本集計（各年10月

１日現在）」による。 

※ 庄内地域の人口10万対比率算出に用いた人口は、県みらい企画創造部統計企画課「山形県の人口と

世帯数（各年の1月1日現在）」による。 

 

（２）救急医療 

◆ 庄内地域における初期救急医療体制は、鶴岡市休日夜間診療所（南庄内）、酒田市休

日診療所（北庄内）及び日本海総合病院救命救急センター（北庄内）において、それ

ぞれ各地区医師会会員医師による診療を実施。医師会会員医師の高齢化等により初期

救急患者の受入能力が不足し、二次・三次救急における軽症患者が増加 

◆ 小児救急医療体制を確保するため、鶴岡市休日夜間診療所及び酒田市休日診療所で

は小児科医が常駐して診療を実施。初期小児救急を担う小児科医師不足・高齢化に加

え、不要不急の受診により、初期小児救急の受入能力が不足し、二次・三次救急にお

いて軽症患者を受入 

◆ 休日及び夜間に入院治療を必要とする救急患者のため、二次救急医療として６か所

の救急告示病院が対応。更に高度な医療機能を有し、24時間体制で地域の重篤な救急

患者に対応するため、日本海総合病院に三次救急医療を担う救命救急センターが開設。

二次・三次救急を受診した救急患者及び救急搬送患者に占める軽症患者の割合が高い

ため、二次・三次救急の役割について住民への啓発が必要 
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◆ 高齢者の増加に伴い、高齢者の救急搬送の件数及び割合が増加 

◆ 地域の救急医療については、鶴岡地区と酒田地区の救急医療対策協議会により関係

機関が連携して課題に対応 

◆ 救急車による救急搬送人員は増加傾向にあり、急病、一般負傷の割合が高い。気管

挿管や薬剤投与が実施可能な救急救命士の養成とプレホスピタルを担う人材育成の推

進が必要 

◆ 病院前救護におけるメディカルコントロール体制の整備のため、鶴岡地区と酒田地

区を統合した庄内地区メディカルコントロール協議会を設置。統合により地域一体的

なメディカルコントロール体制の機能の強化が課題 

◆ 秋田県及び新潟県との協定によりドクターヘリの広域連携体制を整備。症例検討を

重ね、隣県ドクターヘリとの連携の強化が課題 

◆ 県内唯一の離島である飛島においてはオンライン診療も合わせた一次救急医療体制

が整備され、二次・三次救急医療が必要な場合には関係機関と連携した海上搬送やド

クターヘリにより対応 

◆ 新型コロナウイルス感染拡大時、救急医療における地域の連携体制の構築が功を奏

し、病床の確保がなされたため、搬送困難事例なく対応 

 

人口10万対「急病」による救急搬送者の傷病程度状況（令和３年） 

 死 亡 重 症 中等症 軽 症 

山形県 92（3.7％） 336（13.5％） 1,057（42.5％） 1,001（40.3％） 

庄内地域 92（3.3％） 202（ 7.3％） 1,316（47.4％） 1,166（42.0％） 

資料：県危機管理課「消防年報（令和４年版）」から庄内保健所が作成、（％）は構成割合 

 

庄内地域における「急病」による救急搬送に占める高齢者（65歳以上）の割合 

 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 

救急搬送人員数 7,221人 7,360人 7,678人 7,612人 6,896人 7,204人 

 うち高齢者数 5,286人 5,472人 5,754人 5,800人 5,306人 5,579人 

高齢者割合 73.2％ 74.3％ 74.9％ 76.2％ 76.9％ 77.4％ 

資料：県危機管理課「消防年報（平成29年版～令和４年版）」から庄内保健所が作成 

 

（３）医療連携 

◆ 山形県地域医療構想における今後の人口減少を踏まえた推計による必要病床数は、

令和３年度病床機能報告における病床数と比較すると、急性期が過剰となる一方で、

高度急性期、回復期、慢性期が不足する見込であり、高齢化による医療ニーズの変化

を踏まえ、各ステージに応じた医療を継続的に提供できる介護施設を含めた複合的な

医療提供体制の構築が重要 

◆ 地域医療情報ネットワークは、平成13年から南庄内において「Ｎｅｔ４Ｕ」が、北

庄内においては平成23年度から「ちょうかいネット」が運用を開始し、平成24年には
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「Ｎｅｔ４Ｕ」が「ちょうかいネット」に参加したことで庄内二次医療圏全域での連

携が実現 

◆ 地域連携パスは、北庄内において大腿骨頚部骨折、脳卒中、５大がん（肺がん・胃

がん・肝がん・大腸がん・乳がん）、前立腺がんの運用を開始、南庄内においては、

大腿骨近位部骨折、脳卒中、糖尿病、５大がん、急性心筋梗塞、認知症の運用を開始

し、脳卒中については、平成28年度から北庄内と南庄内で同一パスを運用 

◆ 地域連携パスや地域医療情報ネットワーク等を通じた医療と介護の関係機関の情報

共有、連携体制の強化を図ることが必要 

  また、地域医療情報ネットワークへ参加する関係機関数や登録患者数は着実に伸び

ているものの、情報共有、連携体制の強化には、関係機関の積極的な利活用が必要 

◆ 鶴岡市立荘内病院は平成20年度に、日本海総合病院は平成24年度に「地域医療支援

病院」に承認。両病院には今後も継続して、地域連携パスの普及も含めた地域の医療

機関との紹介・逆紹介による連携の促進や、高額医療機器の共同利用促進など、医療

連携への積極的な取組が期待 

◆ 北庄内では、平成30年に日本海総合病院を中心とした「地域医療連携推進法人 日

本海ヘルスケアネット」が設立され、参加法人間での人事交流、診療機能の集約化な

どの連携推進業務を展開 

  また、南庄内では、令和５年に鶴岡市立荘内病院、鶴岡協立病院及び庄内余目病院

による「鶴岡・田川３病院地域包括ケアパス」連携協定が締結され、引き続き医療・

介護連携体制について「病院完結型」から「地域完結型」への更なる転換が進んでい

くことを期待 

◆ 人口減少や高齢化が進む中、地域全体での連携強化は不可欠であり、かかりつけ医

機能の強化とともに、医療機関の機能・役割について住民への周知・啓発に向けた取

組が必要 

 

（４）新興感染症発生・まん延時における医療 

◆ 令和２年４月から令和５年５月７日までの間、庄内地域では新型コロナウイルス感

染症陽性者数は5.7万人を超え、この３年間において、当初から保健所・病院・地区医

師会・市町等の関係機関の連携体制を構築し、特に新規感染者が増えた第５波（庄内

地域では令和３年８月頃）以降は、病院及び地区医師会が全ての陽性者の診療（電話

診療を含む）を実施するとともに、入院が必要な場合には病診連携により保健所が介

入せずに入院調整を実施する体制（庄内方式）を構築して対応 

◆ 関係機関との連携を図るため、オンラインを活用した協議の場をまん延時から定期

的に開催（５類移行後も継続）し、感染対策の検討や情報を共有 

◆ 高齢者施設でのクラスターは、第６波（庄内地域では令和４年１月頃）以降、多く

発生したが、感染症専門班による早期の現地指導により施設からの入院は抑制され、

病床が常に確保されたことから搬送困難となる事例は１例もなく対応 

◆ 新興感染症の対応には、福祉施設も含めた早期からの地域の連携体制と情報共有体
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制の構築が重要。また、新型コロナウイルス感染症の外来対応医療機関は少しずつ増

えているが、更に増やすことが必要 

◆ 地域ぐるみの感染症対策のため、令和４年度に新興感染症だけでなく薬剤耐性菌を

含めた感染対策のプラットフォームとして「庄内ＡＭＲ等対策ネットワーク」を設置

し、日本海総合病院及び鶴岡市立荘内病院の感染対策地域合同カンファレンスと連携

しながら活発に活動。また、新型インフルエンザ等新興感染症を想定した「庄内地域

感染症情報ネットワーク事業」には32機関（医療機関15機関を含む）が参加しており、

これらの活動強化が今後の課題 

◆ 新型コロナウイルス感染症対応では、ＩＣＴを業務に上手く活用できず業務量が増

大したため、新興感染症の発生・まん延に備え、ＩＣＴを活用した業務の効率化が大

きな課題 

◆ 県のコールセンターが早期に設置されたが、住民からの多様な問合せや相談が保健

所や病院に集中し業務の圧迫を招いたため、リスクマネジメントとして、住民への定

期的な情報発信や電話相談対応体制についての検討が必要 

 

感染症対策関係の研修会等に参加した医療機関数 

研修会の名称（開催日） 医療機関数（割合） 

新興感染症等の発生を想定した合同訓練（R4.12.23） 29（12.6％） 

庄内ＡＭＲ等対策ネットワーク研修会（R5.2.28） 19（ 8.2％） 

新型コロナ５類移行に関わる研修会（R5.4.18） 44（19.0％） 

※医療機関の母数 病院：14、一般診療所217 令和５年３月31日現在［資料：庄内保健所調べ］ 

 

《目指すべき方向》 

（１）医療従事者 

○ 産科医、小児科医をはじめとした医師については、庄内地域が医師少数区域に該当

することから「医師の増加」を方針とし、医師の働き方改革の推進と併せて持続可能

な地域医療提供体制の確保を推進 

○ 医師以外の医療従事者（歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士等）についても

確保・定着に向けた取組を一層推進 

○ 高齢者の医療と介護の複合的ニーズに対応できるよう、その病状に合わせた病院間

の連携、病院と介護施設の連携体制の構築を推進 

○ 医師が高い専門性を発揮できるようなチームケアを強化し、医師や医療従事者に選

ばれる魅力ある地域医療提供体制の構築を推進 

○ 看護職員については、「山形方式・看護師等生涯サポートプログラム」に基づく取組

を関係機関と連携して実施し、確保・育成及び庄内地域への定着を推進 

○ 持続可能な医療体制を確保するため、地域全体で医療従事者の人材育成に取り組む

体制の整備を推進 
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○ 必要な医療サービスを継続して住民が受けられるよう、遠隔診療の活用も含め、

地域全体で医療をサポートする体制の整備を推進 

 

（２）救急医療 

○ 軽症患者の救急告示病院への集中緩和を図るため、住民の適正受診への理解と急病

時等の対応方法を普及啓発。特に小児については、救急電話相談や小児救急医療講習

会等により保護者の不安軽減を図り適正受診を推進 

○ 高齢者の救急搬送増加による救急医療機関の負担軽減を図るため、高齢者自らの意

思によらない救急搬送についての地域における共通認識の形成 

○ 救命率、社会復帰率の向上のため、プレホスピタルを担う人材育成及び気管挿管や

薬剤投与が実施可能な救急救命士の養成を推進 

○ 統合によるメディカルコントロール体制化での地域の救急医療体制の更なる強化 

○ 重篤な救急患者の迅速な搬送のためにドクターヘリの円滑な活用を推進 

 

（３）医療連携 

○ 関係機関による、将来的に必要とされる、高度急性期・急性期・回復期・慢性期

の病床数に応じた機能分化と役割の明確化及び連携を促進 

○ 地域医療情報ネットワークや地域連携パスによる、関係機関間における患者情報

の共有を促進 

  介護関係施設を含む関係機関のネットワークへの登録、参加及び積極的な利用を

促進し、地域包括ケアシステムの構築に向けて医療・介護連携を推進 

○ 地域医療支援病院や地域医療連携推進法人など関係機関の連携による「地域完結

型」医療及び地域包括ケアシステム構築に向けた取組を促進 

○ 医療連携に係る住民理解を促進 

 

（４）新興感染症発生・まん延時における医療 

［平時］ 

○ 地域ぐるみの感染症対応体制が構築され、定期的な会議（情報交換・課題への対

応等）や研修会を開催 

○ 福祉施設においても感染症対策に係る研修会を定期的に開催し、標準予防策や換

気対策を確実に実施 

○ 全ての高齢者施設において、必要な医療支援が行われる体制を構築 

○ 関係機関を交えた、新興感染症等の発生を想定した訓練・研修会を年１回実施 

○ 関係機関との感染患者に関する情報共有体制の整備やＩＣＴを活用した業務の効

率化を実施 

○ 医療従事者（診療所の医師や看護師、訪問看護師を含む）の感染症対応の人材育

成体制を構築 

○ 訪問看護ステーション等において、地域ＢＣＰが作成され、毎年見直しを実施 
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○ ワクチン接種を適切に実施 

［初期対応］ 

○ 関係機関（県・保健所・病院・地区医師会・地区薬剤師会・消防・市町・市町教

育委員会等）との合同連絡会議を設置し、オンライン会議を含めた定期的な開催に

より関係機関との情報共有を適切に実施 

［まん延時］ 

○ 入院治療可能な病床が確保され、病診連携による入院調整を実施。年末年始等を

含めた診療体制を構築するとともに、医療機関による自宅療養者へのオンライン診

療（電話診療を含む）を適切に実施 

○ 県民向けの相談窓口が設置され、適切に対応 

○ 高齢者施設においても適切な感染対策が実施され、施設で対応するために必要な

医療支援体制（関係医療機関の医療支援、地域感染対策チームによる感染対策指導

等）を構築 

○ 住民への適切な情報発信を定期的に実施 

 

《数値目標》 

（１）医療従事者 

・ 医療施設従事医師数※１ 

・ 人口10万対看護職員数(実人員）※2 

※１ 山形県医師確保計画（令和２年７月）における目標値 

※２  令和７年度の目標値：1,537.1人以上 
目標値については、山形県看護職員需給推計の策定時の10万人あたりの数値（H30:1,423.2人）に、
策定時（平成30年）の県全体の数値と目標年（令和７年）の県全体の供給推計値を比較した割合（伸
び率（1.08））を乗じて得た数。 

 

（２）救急医療 

・ 二次・三次救急医療機関を受診する軽症患者数の割合 

 

（３）医療連携 

・ ちょうかいネットにおけるアクセス数 

 

（４）新興感染症発生・まん延時における医療 

・ 新型コロナ患者の外来対応医療機関数 

・ 「庄内ＡＭＲ等対策ネットワーク」に参加している医療機関の割合 

・ 新興感染症等の発生を想定した訓練に参加している医療機関及び高齢者施設の割合 
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２ 地域の特徴的な疾病対策等                              

《現状と課題》 

（１）がん対策 

◆ がんによる死亡率（人口10万対）は388.2と減少傾向にあるものの、依然として全

国平均306.6や県内平均366.8を大きく上回り、部位別がんによる死亡率は、胃がん・

子宮がんが微増。なお、肺がんの死亡率は減少傾向にあるものの69.1と最も高く、県

内平均65.2を上回って推移 

◆ がん検診受診率は県内平均と比較して概ね高い状況にあるが、精密検査受診率はい

ずれも100％に満たず、子宮がん以外は県全体を下回っているため、精密検査受診率

向上が課題 

◆ がんによる死亡率低減のため、がん検診・精密検査の受診率向上に向けた周知・啓

発が重要。また、喫煙率は県内他地域と比較して最も低いが、引き続き禁煙支援や受

動喫煙防止等の啓発活動の推進が必要 

◆ ウイルス（ＨＰＶ等）や細菌感染（ヘリコバクター・ピロリ等）は発がんに大きく

寄与する因子であり、対策に向けた知識の普及・啓発が引き続き重要。特に、子宮頸

がんの年齢調整罹患率は増加傾向にあり、ＨＰＶワクチン接種の継続的な呼びかけが

必要 

◆ がんの早期発見・治療等切れ目のない、質の高いがん医療を提供するため、日本海

総合病院が「地域がん診療連携拠点病院」に、鶴岡市立荘内病院が「山形県がん診療

連携指定病院」に指定され、地域の医療機関と連携した取組を実施 

◆ がんと診断された時から始まる患者及び家族への緩和ケアの提供体制は、全国的に

整備が進んでおり、南庄内地域における「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」

の実施を契機に庄内全域で地域の医療関係者合同の研修会・勉強会などが定期的に開

催。進行したがん疾患の在宅医療も実施されているが、病院医師や住民の理解は十分

ではなく、切れ目ない緩和ケアの地域提供体制の充実が必要 

◆ 鶴岡市立荘内病院における国立がん研究センターとの遠隔手術サポートシステムの

共有化等の取組により、他地域施設とのがん医療における連携が開始。今後、地域内

施設及び地域外施設との様々な連携強化が課題 

◆ がん治療中・治療後の生活の質の向上にはリハビリテーションや栄養指導が重要で

あり、病院内・地域内で多職種が連携し、継続したチーム医療体制の構築が必要 

◆ 日本海総合病院及び鶴岡市立荘内病院は「がん相談支援センター」を設置し、病院

外には県が「山形県がん総合相談支援センター庄内支所」を設置し、医療だけではな

く、生活や就労など様々な支援体制を整備。また、鶴岡市立荘内病院には、国立がん

研究センター東病院と連携した「がん相談外来」が設置されており、今後も住民への

相談支援や情報提供の強化は継続的に必要 

◆ 患者や家族等への情報提供や交流の場となる患者会やサロンは、鶴岡市立荘内病院

の「ほっと広場」や日本海総合病院の「がん患者・家族まなびあい」等が定期的に開

催されており、感染症対応のため一時停止した活動の再開を期待 
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◆ 緩和ケアや患者支援は拠点病院等が中心となって地域の医療機関と連携して取り組

んでいるが、地域全体でのケア体制整備に向け、住民への周知・啓発が必要 

◆ 進行した患者の在宅療養は、地域全体で少しずつ広がっているが、早期の在宅への

移行には住民への更なる啓発が必要 

◆ 働く世代の就労や小児・ＡＹＡ世代の教育など、がん患者及び経験者に対する切れ

目ない支援を行うため、在宅療養の環境整備が必要 

◆ 高齢のがん患者には、身体的状況や社会的背景などに合わせた様々な配慮が必要で

あり、また、家族等の負担が大きくなるため、家族等に対する早期の情報提供や相談

支援等が必要 

 

（２）循環器病対策 

◆ 脳血管疾患の死亡率は減少傾向だが全国平均を大きく上回っており、心疾患の死亡

率は微増、かつ全国平均を大きく上回る状況 

◆ 脳血管疾患・心疾患の危険因子として、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などが

あり、発症の予防・重症化予防には食生活や運動習慣などの生活習慣の改善や適切な

治療に繋げることが必要 

◆ 医師が速やかに循環器疾患を判別できる心電図伝送システムを導入しており、今後

更なる活用が重要 

 

（３）糖尿病 

◆ 糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防に向け、食生活、運動、喫煙等の生活習慣

の改善（一次予防）及び早期発見に向けた健（検）診受診（二次予防）の啓発が重

要。また、生活習慣病と歯周病には密接な関係があり、予防・重症化予防の観点から

も適切な口腔ケアや定期的な歯科健診などが重要となるため、継続した周知・啓発が

必要 

◆ 特定健診受診率は県平均より高いものの、引き続き市町等関係機関と連携し、受診

率向上に向けた周知・啓発が必要 

◆ メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の割合は県平均を下回っているが横ば

いの状況が続いており、生活習慣病予防のため、今後も食塩や野菜の摂取量などの食

生活をはじめとする生活習慣の改善に向けた周知・啓発の継続が必要 

◆ 新規透析患者は減少傾向にあるが、糖尿病重症化は慢性腎臓病さらには人工透析等

へつながる恐れがあるため、糖尿病の重症化予防の強化に向け、関係機関と協力した

支援体制の整備が必要 
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疾患別粗死亡率（人口 10万対） 

 平成30年 令和元年 令和２年 

庄内 山形県 全国 庄内 山形県 全国 庄内 山形県 全国 

悪性新生物 414.0 360.6 300.7 404.4  369.3 304.2  388.2 366.8 306.6 

心疾患 202.0  215.0  167.6 219.9  226.4 167.9  238.6 224.3 166.6 

脳血管疾患 138.1 137.2  87.1 138.9  139.7 86.1  130.2 135.7 83.5 

資料：厚生労働省「人口動態統計」、県健康福祉企画課「保健福祉年報（人口動態統計）」 

庄内地域の部位別がん死亡率（人口 10万対） 

 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮がん 

令和２年 64.9 51.2 69.1 12.6 9.2 

令和元年 58.0 53.8 77.2 16.2 7.5 

平成30年 60.9 53.5 84.6  7.1 5.9 

資料：県健康福祉企画課「保健福祉年報（人口動態統計）」 

 

（４）精神疾患対策 

◆ 庄内地域の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は令和４年度末で1,660人、障害者自

立支援医療(精神通院)受給者数は3,186人となっており、年々増加傾向 

◆ 庄内地域の精神病床を有する病院の精神病床数は現在４病院649床、精神科診療所数

は９診療所（令和５年４月現在）。休日・夜間に緊急医療を要する精神疾患患者が、円

滑に適切な医療を受けられるよう、精神科救急医療施設として県立こころの医療セン

ターが受入体制を整備し、順調に稼働 

◆ 精神科専門外来として、児童・思春期、うつ病、依存症、認知症などが設置されて

おり、専門の医師による診断・治療を提供 

◆ 児童・思春期精神疾患のうち、発達障がいに関する検査・診断ができる医療機関は

限られ、初診待機期間の短縮が課題。庄内地域では医療と行政、福祉、保育・療育、教

育等の関係機関による療育連絡会を通じて地域連携支援体制が構築され、地域課題解

決に向けて継続して取り組んでいるが、発達障がいへの理解・啓発を更に強化すると

ともに、早期に必要な医療・療育訓練が受けられる支援体制の更なる充実が必要 

◆ 高齢化の進展に伴い認知症患者が増加傾向にあり、早期治療・早期対応できる体制

が整備されつつある一方で、入院した認知症患者の退院調整が困難な事例も目立って

きており、地域支援体制充実に向けた社会資源の確保・整備、認知症患者家族への支

援の充実及び住民への啓発が必要 

◆ 保健所や市町において精神科医や相談員による精神保健福祉相談、ひきこもり相談

窓口が設置され、身近な日常生活圏域における相談対応の取組を実施。精神疾患に関

する正しい知識の理解啓発の継続や、早期に適切な医療を受けられる平時の相談体制

の充実を図り、住民の心の健康づくりの一層の推進が必要 

◆ 庄内地域の精神科病院入院患者のうち、１年以上の長期入院患者数が全入院患者の
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約半数で横ばい状態だが、長期入院中の65歳以上の患者数は令和元年から令和３年ま

での間、わずかに増加傾向にあり、精神疾患患者の地域移行・定着は依然として大き

な課題 

◆ 精神疾患患者の地域移行・定着に向け、患者の意向やニーズに応じた障がい福祉・

介護サービスが切れ目なく受けられるよう、入院後、早期から退院後生活に向けた環

境整備や支援調整を実施。精神疾患患者を受け入れるグループホームや高齢者施設は

少しずつ増加しているが、更なる受入先の確保や、精神科訪問看護や精神科デイケア

などの地域医療提供体制の充実、日中活動等多様なニーズに対応できる社会資源の確

保とこれらの関係機関による連携支援体制の強化が必要 

◆ 庄内地域の訪問看護ステーション事業所24か所のうち、精神科訪問看護基本療養費

に係る届出を行っている事業所数は９か所（令和５年５月時点）。少ない事業所が広域

的に対応していることから、今後、対応できる訪問看護ステーションを増やしていく

とともに、看護師等の人材の育成・確保が必要 

◆ 自殺者数は平成29年以降年間50人台で横ばい傾向にあり、自殺死亡率では依然とし

て全国・県平均を上回って推移。県及び各市町では自殺対策計画を策定し、自殺死亡

率の低下に向けて相談窓口の設置や理解啓発活動を実施。民間団体においても居場所

づくり、サポーター養成等に取り組んでおり、自殺対策や自殺予防をさらに推進して

いくため、保健・医療・教育・労働等の関係機関と民間団体の相互連携の一層の充実

推進が必要 

◆ 自殺の原因動機としては健康問題が最も多く、その内訳として、うつ病、統合失調

症などの精神障害苦が多く挙げられており、精神疾患に関する正しい理解と知識の一

層の啓発及び適切な精神保健医療福祉サービスを受けられる相談体制の更なる充実が

必要 

庄内地域の精神病床における１年以上長期入院患者数（各年６月30日時点） 

 令和元年 令和２年 令和３年 

全入院患者数 617人 637人 622人 

１年以上長期入院患者 332人（53.8％） 355人（55.7％） 344人（55.3％） 

上記のうち65歳未満 146人（23.7％） 144人（22.6％） 130人（20.9％） 

上記のうち65歳以上 186人（30.1％） 211人（33.1％） 214人（34.4％） 

資料：厚生労働省「精神保健福祉資料（630調査）」 ※（ ）は全入院患者数に占める割合 

自殺死亡者数・自殺死亡率（人口10万対） 

 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 

庄内（総数） 59人 51人 57人 58人 57人 

庄内（死亡率） 21.6 18.7 21.5 22.1 22.0 

山形県（総数） 210人 196人 195人 180人 211人 

山形県（死亡率） 19.2 18.1 18.2 17.0 20.1 

全国（総数） 20,465人 20,032人 19,415人 20,243 20,291 

全国（死亡率） 16.4 16.1 15.7 16.4 16.5 



12 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 

《目指すべき方向》 

（１）がん対策 

○ がんによる死亡率を下げる予防策として、市町と協働し、がん検診受診率の向

上（精密検査受診率は 100％）並びに生活習慣の改善、特に喫煙率の低下と受動喫

煙の防止に向けた積極的な啓発活動を推進 

○ 地域がん診療連携拠点病院等を中心に地域の医療機関が連携し、がん治療の均

てん化を図り、質の高いがん医療を受けることのできる体制の構築を促進 

○ 診断時から在宅医療までの切れ目のない緩和ケアの提供体制の構築を促進 

○ 病院内並びに地域内でのチーム医療体制を構築し、がん治療中及び治療後に必

要となるリハビリテーションや栄養指導が継続できる体制の構築を促進 

○ がん患者や家族をはじめとする住民が、地域において、がんに関する医療だけ

ではなく、生活や就労等、様々な相談・支援が受けられる体制の構築を推進 

○ がん患者会等当事者同士の情報交換や交流・支援の場が設置され、がん患者が

地域で孤立しないような環境整備を推進 

○ 小児・ＡＹＡ世代の患者の教育・就労等への支援や高齢の患者の療養環境への

支援などライフステージに応じた切れ目ない適切な支援が行われる体制の構築を

促進 

 

（２）循環器病対策 

○ 脳血管疾患・心疾患の危険因子となり得る生活習慣病の予防及び重症化予防に

向け、食生活・運動・喫煙等の生活習慣改善を推進 

 

（３）糖尿病対策 

○ 生活習慣病等の予防を図るため、関係機関と連携し、健康的な食生活の実現に

向けた取組を推進 

○ 関係医療機関等と連携し、かかりつけ医をはじめ全ての医療機関において適切

な医療を受けられる体制の構築を促進 

○ 生活習慣病予防に携わる関係職員（保健師・看護師・管理栄養士等）の人材育

成を推進 

 

（４）精神疾患対策 

○ 多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向け、県立こころの医療

センターを中心に地域の精神科医療機関等による役割分担と医療機能の明確化を

推進 

○ 患者の病状に応じた適切な精神科医療を提供するとともに、精神症状悪化時の

受診前相談並びに入院外医療提供体制の充実を促進 
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○ 精神病床における隔離・身体的拘束は必要最小限の範囲で行われるよう継続し

て促進 

○ 地域移行の促進のため、精神科救急に対応できる体制を継続するとともに、在

院日数の短縮や再入院率の減少を図り、関係機関による連携支援体制の充実強化

を図り、併せて高齢者施設職員等の精神疾患への理解を深め、地域での受入体制

の構築を促進 

○ 病状や障がいの程度に応じた医療、障がい福祉、介護、就労支援等のサービス

を切れ目なく受けられる支援体制の充実により、本人の希望に応じた地域生活を

継続できる地域包括ケアシステムの構築を推進 

○ 適切かつ早期に精神科受診に繋がるよう、保健所・市町等が設置する相談窓口

の活用や精神疾患の正しい知識と理解の促進を図るための啓発活動の継続的な実

施を推進 

○ 認知症患者の退院調整を円滑に進めるため、地域支援体制充実に向けた社会資

源の確保整備、認知症患者家族への支援の充実及び住民への啓発を推進 

○ 自殺リスクと関連の高いうつ病やアルコール依存症、自殺未遂者への理解促進

と地域における相談体制の更なる充実を推進 

○ 医療、行政、民間団体等が相互に連携して自殺対策に取り組む体制の整備を推

進 

 

《数値目標》 

（１）がん対策 

（２）循環器病対策 

（３）糖尿病対策 

 ・ がん検診受診率 

 ・ 喫煙率 

 ・ 特定健診受診率 

 

（４）精神疾患対策 

 ・ 精神病床における１年以上長期入院患者数（各年６月30日時点） 

 ・ 自殺死亡率（人口10万対） 
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３ 在宅医療の推進                                    

《現状と課題》 

（１）在宅医療の充実 

◆ 訪問診療及び訪問看護の件数は年々増えており、今後予測されている医療・介護の

複合的ニーズを持った高齢者の増加に対し、在宅医療を担う人材の確保が最も重要な

課題。医師確保と同時に在宅医の負担軽減対策と併せ訪問看護師の人材育成が急務 

◆ 病院・在宅間の円滑な移行のため、病院と介護関係者間において「庄内地域入退院

ルール」（入退院時における病院と在宅（介護支援専門員等）の情報共有の基本ルー

ル）を運用。今後、介護ニーズを持つ超高齢者の救急入院が増えてくること、入院期

間が長いほど認知機能低下やフレイルが進行すること等を踏まえた対応の検討が必要 

◆ 在宅医療の潜在的ニーズがある外来通院患者に対し、外来通院の時点での療養の場

の調整を行う体制構築が必要であり、在宅医療の課題として認識し、地域での対応の

協議が必要 

◆ 医療・介護の複合的ニーズをもつ高齢者に対しては、病院間の連携を含めた退院支

援、在宅医療を積極的に担う医療機関（地域包括ケア病棟等）から施設あるいは自宅

への移行も念頭においた退院支援体制の検討が必要 

◆ 訪問医の減少が見込まれることや過疎地における診療を効率的に進めるため、オン

ライン診療や主治医不在時等のバックアップ体制整備、患者情報の共有などが課題 

◆ 訪問看護ステーション数及び訪問看護師数は増加しているものの、在宅医が少ない

状況で、今後増えるニーズに対応するためには、更に計画的な訪問看護師数の増加及

び訪問薬剤管理との連携が必要。医療依存度の高い患者や多様な病態を持った利用者

が多くなっているため、提供する医療の質を担保するための研修会など、人材育成を

地域内で計画的に進めていくことが必要 

◆ 医師及び看護師以外の歯科医、歯科衛生士、リハビリ専門技師、管理栄養士など多

職種による支援は、在宅療養患者の誤嚥性肺炎やフレイルの予防、食べることや味わ

うことの楽しさを感じることで生きがいの保持、孤食や偏食による栄養不良の改善な

ど地域において重要な活動。南庄内では「南庄内・たべるを支援し隊」、北庄内では

「北庄内食援隊」を中心に実施されているが、今後の在宅療養者の増加やニーズの多

様化に対応するため、支援体制の強化が必要 

◆ 「急変」として事前に予測できる病状の悪化と、予測できない病状の悪化があり、

両者とも基本的には24時間365日の電話対応できる体制が必要であり、訪問医と訪問

看護師との日常的な情報共有と連携体制の確認が重要な課題。その上で、予測できる

病状の悪化に対しては、事前にその対応を家族も含め相談しておくことが必要であ

り、予測できない急変に対しては、迅速な病状確認のための対面診察（訪問看護師を

介したオンライン診療等を含む）と、救急搬送する必要がある場合の受け入れ病院の

確保が担保されていることが重要 

◆ 庄内地域での自宅死の割合（令和３年）は、鶴岡市20.5％、酒田市12.9％、三川町

17.9％、庄内町14.4％、遊佐町9.7％となっており、鶴岡市の自宅死は東北地方及び
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山形県の中でも高水準であるが、住民にとって在宅看取りを経験する機会は多くはな

く、在宅医療の普及とともに住民への啓発が必要 

◆ 今後、高齢者施設入所者が増えていくことが予測され、施設看取りは重要な課題。

在宅医療・介護連携推進事業として、課題を整理しながら、取り組むことが重要 

◆ アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）の取組はまだまだ不十分であり、病院

入院時だけではなく、地域の中で、元気な時や介護を受け始める時など、様々な場面

で実施されるような環境整備が必要 

◆ 特定医療費（指定難病）受給者数は年々増加しており、神経難病以外の患者を含め

た相談支援体制の整備と難病医療提供の充実が必要 

◆ 医療技術の進歩に伴い増加している医療的ケア児とその家族について、医療機関や

療育機関等と支援の方向性の共通認識を図り、個々の状況に応じた支援体制の整備が

必要 

◆ 医療的ケア児が地域で暮らすにあたり利用できる在宅医療、訪問看護、短期入所等

の医療・福祉サービスが不足しており、支援に関わる人材の育成等による在宅療養支

援サービスの充実が必要 

◆ 災害対策基本法の改正（令和３年５月）により、避難行動要支援者について個別避

難計画の作成が市町村の努力義務化 

特に在宅で人工呼吸器を使用している医療的ケア児を含む難病患者等への災害時対

応策について、県・市町・支援者を含めた関係者による平常時からの整備が必要 

 

人口10万人対在宅医療施設数・実施件数 

 庄内 山形県 全国 

在宅患者訪問診療 施設数 23.5 18.4 16.0 

実施件数 1014.9 783.4 1013.1 

在宅患者訪問看護・指導 施設数 1.9 1.2 2.1 

実施件数 22.4 26.0 49.7 

資料：令和２年医療施設（静態・動態）調査） 

 

（２）介護との連携 

◆ 高齢化の一層の進行に伴い、一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯が増加。その中で、

医療・介護の複合的ニーズを持った後期高齢者が確実に増加しているが、本人の希望

等で介護サービスや医療支援に繋がっていない場合、体調不良時の迅速な医療及び介

護サービスが介入できないため、介護支援や医療支援を受けることについての住民へ

の啓発が必要 

◆ 在宅医療に必要な連携を担う拠点として、北庄内には「在宅医療・介護連携室ポン

テ」が、南庄内には「地域医療連携室ほたる」があり、現在もそれぞれの医療と介護

の多職種連携の構築を推進。ニーズの増加を踏まえ、活動の更なる強化が必要 
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◆ 医療と介護の情報共有ツールとして利用できる「ちょうかいネット」、「Ｎｅｔ４

Ｕ」が整備されているが、十分活用されていないため、積極的な活用を推進するとと

もに、特に介護側への更なる参画の呼びかけが必要 

◆ 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進に向け、在宅医療と介護の切れ目のない

提供体制の整備や認知症施策など、市町が介護保険における地域支援事業において取

り組む在宅医療と介護の連携等の一層の充実が必要 

◆ 認知症高齢者の増加に対応するため、各市町では認知症地域支援推進員を配置する

とともに認知症初期集中支援チームも設置しているが、認知症家族へのサポート体制

の強化が必要 

 

高齢化の推移（庄内） 

区 分 
平成27年 令和２年 令和12年 

北庄内 南庄内 庄内計 北庄内 南庄内 庄内計 北庄内 南庄内 庄内計 

総人口 
（Ａ） 142,117 137,380 279,497 133,456 129,948 263,404 115,348 112,396 227,744 

65歳以上人口
（Ｂ） 

47,211 43,858 91,069 49,176 45,667 94,843 47,359 44,014 91,373 

高齢化率 
(Ｂ/Ａ×100) 

33.2 31.9 32.6 36.8 35.1 36.0 41.1 39.2 40.1 

一般世帯数 50,313 47,411 97,724 50,316 47,806 98,122       

65歳以上 
単身世帯 5,647 5,296 10,943 6,590 6,172 12,762       

高齢夫婦世帯 5,643 4,914 10,557 6,274 5,562 11,836       

資料：平成27年・令和２年は総務省「国勢調査」、令和12年は国立社会保障・人口問題研究所「日

本の市町村別将来推計人口（令和３年３月推計）」 

※ 高齢夫婦世帯：夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみ世帯 

 

要介護認定者（第１号被保険者）の認知症高齢者数          

 山形県 庄 内 

平成30年４月１日現在 43,916人 12,333人 

平成31年４月１日現在 43,965人 12,449人 

令和２年４月１日現在 44,772人 12,291人 

令和３年４月１日現在 43,718人 11,897人 

令和４年４月１日現在 43,764人 11,298人 

資料：県高齢者支援課調べ 

 

《目指すべき方向》 

（１）在宅医療の充実 

○ 平均寿命の延伸に伴い、医療・介護の複合的ニーズをもつ高齢者が急激に増えるこ

とが予測されることから、そのニーズに沿った在宅医療体制の構築及び在宅医療に関
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わる人材の確保・育成を計画的に推進 

○ 医療・介護の多職種連携・協働体制を構築し、提供される医療及び介護サービスの

質の確保を推進 

○ 住民や医療従事者が在宅医療に関する理解を深める取組を推進するとともに、入院

機能を有する病院等の医療機関と在宅医療に関わる機関の円滑な連携により、利用者

にとって切れ目のない医療提供体制の確保を推進 

○ 訪問診療を行う医師の負担を軽減し、新たに訪問診療に参画する医師の増加のた

め、医師同士の連携、オンライン診療、バックアップ体制の構築、質の高い訪問看護

師の増加、患者情報の共有等の取組を促進 

○ 訪問看護師及び訪問薬剤管理指導を行う調剤薬局が増え、関係機関が連携し、深夜

や休日など時間外に対応できる体制の構築を促進 

○ 住民の理解の下、歯科医師、リハビリ専門職、管理栄養士、歯科衛生士等の多職種

が連携し、在宅における口腔機能の維持改善、誤嚥性肺炎の予防、低栄養の予防改善

等の積極的な実施を推進 

○ 在宅療養者の症状の急変に対応できるよう、在宅医療を担う病院、診療所、訪問看

護ステーションと入院機能を有する病院、診療所との円滑な連携体制の確保を促進 

○ アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）が、健康教室、健康に関するイベント、

施設入所時等に様々な機会おいて地域内で実施され、病気を抱えながらも居宅に戻っ

て療養ができること、人生の最終段階でも、自宅で自分らしく過ごすことができるこ

とについて、多くの住民の理解を深める取組を推進 

○ 関係機関の連携により、本人・家族の意向を踏まえた、施設を含む在宅での看取り

体制の整備を推進 

○ 医療依存度の高い難病患者及び医療的ケア児が安心して地域で生活できるよう、在

宅療養支援体制の充実を図るとともに、難病患者及び医療的ケア児の療養生活上の課

題や在宅療養を支援するために必要な資源を把握し、支援に関わる関係者による協

議・検討を通じて支援体制の整備を推進 

○ 山形県医療的ケア児等支援センター等と連携し、訪問診療医や訪問看護師等の支援

に関わる人材育成の推進等により、医療的ケア児とその家族に対する在宅療養サービ

スの充実を推進 

○ 市町（保健・福祉・介護・防災担当）、医療機関、介護保険・障がい者支援施設、

住民等とともに、大規模災害時における在宅難病患者等の安全な生活確保のために必

要な医療の提供を促進 

 

（２）介護との連携 

○ 介護支援や医療支援の有用性を住民が理解し、高齢者の単独世帯或いは夫婦世帯

であっても、体調不良時には迅速な医療及び介護サービス介入ができる体制の構築

を推進 
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○ 在宅医療に必要な連携を担う拠点による、それぞれの地域の医療と介護の多職種

連携並びに医療・介護連携体制の構築を促進 

○ 医療と介護の情報共有ツールについて、地域の医療関係者及び介護関係者による

積極的な利用の促進 

○ 市町介護保険事業計画における地域支援事業として取り組む在宅医療・介護連携

推進事業について、市町が地区医師会や関連団体との協働で積極的に関わり、特に

住民の在宅医療への理解を深めるための取組を促進 

○ 認知機能の低下した人やその家族へのサポート体制の構築を推進 

 

 

《数値目標》 

在宅医療の充実 

・ 訪問診療の実施件数（訪問診療を受けている患者数） 

・ 訪問診療を実施する診療所・病院数 

 

 



資料２

地域医療構想の推進について



2



令和4年8月31日
山形県保健医療推進協議会地域
医療構想病院機能推進部会資料

3
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地域医療構想の推進に係る意向調査の結果(全体)
医療機関ごとの具体的対応方針について
（「地域医療構想の推進に関する意向調査」令和４年度調査結果より） （令和５年７月４日現在）

現状 具体的対応方針

令和４年（2022年）の機能別の病床数 令和７年（2025年）の機能別の病床数 令和９年（2027年）の機能別の病床数 将来（令和９年）を見据えた地域において自院が担うべき役割 将来（令和９年に）自院が持つべき診療機能
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43 庄内地域 病院 産婦人科・小児科三井病院 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 ◎ ◎ ○

44 庄内地域 病院
鶴岡協立リハビリテーション
病院

0 0 104 52 0 156 0 0 104 52 0 0 156 0 0 104 52 0 0 156 ◎ ○
現在の役割と大きく変わらない見込
み

◎

45 庄内地域 病院 ○ 鶴岡市立荘内病院 108 403 10 0 0 521 108 403 10 0 0 0 521 108 403 10 0 0 0 521 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

46 庄内地域 病院 鶴岡協立病院 0 65 88 46 0 199 0 65 88 46 0 0 199 0 65 88 46 0 0 199 ○ ○ ○

在宅医療や高齢者医療に力を入れ
ていきます。
地域包括ケア医療の中心的役割を
担っていきます。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47 庄内地域 病院 ○
鶴岡市立湯田川温泉リハビ
リテーション病院

0 0 120 0 0 120 0 0 120 0 0 0 120 0 0 120 0 0 0 120 ○ ◎
②については、在宅患者の後方支
援機能に限る

◎ ○

48 庄内地域 診療所 みやはらクリニック 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 17 ○

現在、急性期治療後に看取りの方
針となった患者を受け入れている
が、今後対応は難しく、かかりつけ
患者の検査入院等がメインとなる予
定である

○ 検査入院

49 庄内地域 病院 ○
日本海酒田リハビリテーショ
ン病院

0 0 79 35 0 114 0 0 79 35 0 0 114 0 0 79 35 0 0 114 ◎ ○
日本海総合病院の後方支援病院と
して長期のリハビリや療養が必要な
患者を受け入れる。

○ ◎ ○

50 庄内地域 病院 医療法人　本間病院 0 54 54 50 0 158 0 33 75 50 0 0 158 0 33 75 50 0 0 158 ◎ ○ ○ ○
地域包括ケア病床を増やしていきま
す。在宅療養支援病院としても役割
を強化していきます。

○ ○ ○ ○ ○

51 庄内地域 病院 ○
地方独立行政法人山形県・
酒田市病院機構 日本海総
合病院

77 504 0 0 45 626 77 504 0 0 45 0 626 77 504 0 0 45 0 626 ◎ ○

当院は、三次医療救急を担う救命
救急センターを設置しており、重症
患者の救急受入や、高度・専門的
な手術・治療等を担っているととも
に、併せて、入院救急医療、初期救
急医療も担っているため。

◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

52 庄内地域 病院
医療法人社団愛陽会　三川
病院

0 0 0 98 0 98 0 0 0 48 0 50 98 0 0 0 48 0 50 98 ○ ○ ◎
医療療養病床を一部、介護医療院
へ転換予定

○ ○ ○ ○ ◎ ○

53 庄内地域 病院
医療法人徳洲会　庄内余目
病院

0 160 85 37 42 324 0 202 85 37 0 0 324 0 202 85 37 0 0 324 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○

54 庄内地域 病院 順仁堂遊佐病院 0 0 0 84 0 84 0 0 0 84 0 0 84 0 0 0 84 0 0 84 ○ ○

83 庄内地域 診療所 真島医院 0 11 0 6 0 17 0 11 0 6 0 0 17 0 11 0 6 0 0 17 ◎ ○ ○

肛門科のope、大腸がん検診
の精査での入院、その他の
検査入院、療養型（慢性期）
の継続

84 庄内地域 診療所 たんぽぽクリニック 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 15 ○
産婦人科診療に特化した軽症患者
の受入を担う

○
産婦人科について流産手
術、悪阻治療、婦人科手術
に伴う入院機能を担う。

85 庄内地域 診療所 黒澤眼科医院 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 ○ ○
眼科疾患に特化した機能を
担う

86 庄内地域 診療所 阿部医院 0 7 0 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○ ◎ ○
荘内病院や日本海病院からの転院
を引き受けたりしています

○ ◎

87 庄内地域 診療所 藤吉内科医院 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 19 ◎ ○ ○

88 庄内地域 診療所 福原医院 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 ◎
眼科診療所のため、眼科関連（特に
白内障手術）以外の入院はない

すべてに対して当院が担うこ
とはないと思われる

89 庄内地域 診療所 丸岡医院 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 ○ 外来医療を引き続き行います ○ ○ ◎

90 庄内地域 診療所 医療法人　海野医院 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 ○

91 庄内地域 診療所
医療法人社団　池田内科医
院

0 0 2 4 0 6 0 0 2 4 0 0 6 0 0 2 4 0 0 6 ○ ○
かかりつけ患者の対応必要
時のみ

92 庄内地域 診療所 医療法人　大井医院 0 10 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 ◎ ◎ 手術のみの対応

93 庄内地域 診療所 いちごレディースクリニック 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 12 ○ ○

94 庄内地域 診療所 上田診療所 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 ◎ ○ ○ ◎

95 庄内地域 診療所 村上医院 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 12 0 12

185 1,327 542 424 113 2,591 185 1,343 563 368 61 50 2,570 185 1,343 563 368 61 50 2,570

医療機関名
地域
（構想
区域）

病診
区分

整理
番号

公
立
病
院
経
営
強
化
プ
ラ
ン
策
定
対
象
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現状 具体的対応方針

令和４年（2022年）の機能別の病床数 令和７年（2025年）の機能別の病床数

医療機関名

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

休
棟
中

合
計

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

休
棟

廃
止
又
は
介
護
施
設
等
へ
移
行

合
計

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

休
棟

廃
止
又
は
介
護
施
設
等
へ
移
行

合
計

①
重
症
救
急
、

高
度
・
専
門
手
術
等

②
軽
症
等
救
急
、

在
宅
後
方
支
援
等

③
急
性
期
経
過
後
の
リ
ハ
ビ
リ
等

④
長
期
療
養
（

重
度
障
害
）

等

⑤
特
定
の
診
療
に
特
化
　
等

⑥
か
か
り
つ
け
医
、

在
宅
医
療
等

補足事項

産婦人科・小児科三井病院 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 ◎

鶴岡協立リハビリテーション病院 0 0 104 52 0 156 0 0 104 52 0 0 156 0 0 104 52 0 0 156 ◎ ○ 現在の役割と大きく変わらない見込み

鶴岡市立荘内病院 108 403 10 0 0 521 108 403 10 0 0 0 521 108 403 10 0 0 0 521 ◎

鶴岡協立病院 0 65 88 46 0 199 0 65 88 46 0 0 199 0 65 88 46 0 0 199 ○ ○ ○
在宅医療や高齢者医療に力を入れていきます。
地域包括ケア医療の中心的役割を担っていきます。

鶴岡市立湯田川温泉リハビリテー
ション病院

0 0 120 0 0 120 0 0 120 0 0 0 120 0 0 120 0 0 0 120 ○ ◎ ②については、在宅患者の後方支援機能に限る

日本海酒田リハビリテーション病
院

0 0 79 35 0 114 0 0 79 35 0 0 114 0 0 79 35 0 0 114 ◎ ○
日本海総合病院の後方支援病院として長期のリハビリや療養が必要な患者を受け
入れる。

医療法人　本間病院 0 54 54 50 0 158 0 33 75 50 0 0 158 0 33 75 50 0 0 158 ◎ ○ ○ ○
地域包括ケア病床を増やしていきます。在宅療養支援病院としても役割を強化し
ていきます。

地方独立行政法人山形県・酒田市
病院機構 日本海総合病院

77 504 0 0 45 626 77 504 0 0 45 0 626 77 504 0 0 45 0 626 ◎ ○
当院は、三次医療救急を担う救命救急センターを設置しており、重症患者の救急
受入や、高度・専門的な手術・治療等を担っているとともに、併せて、入院救急
医療、初期救急医療も担っているため。

医療法人社団愛陽会　三川病院 0 0 0 98 0 98 0 0 0 48 0 50 98 0 0 0 48 0 50 98 ○ ○ ◎ 医療療養病床を一部、介護医療院へ転換予定

医療法人徳洲会　庄内余目病院 0 160 85 37 42 324 0 202 85 37 0 0 324 0 202 85 37 0 0 324 ○ ◎ ◎ ◎
（休棟中病床については「山形県地域医療構想に沿う形で、回復期、慢性期、地
域包括ケア病棟への転換を検討していく」との回答があり、病床機能調整ワーキ
ング及び庄内地域医療構想調整会議において協議のうえ了承済）

順仁堂遊佐病院 0 0 0 84 0 84 0 0 0 84 0 0 84 0 0 0 84 0 0 84 ○

合計 185 1,227 540 402 87 2,441 185 1,248 561 352 45 50 2,441 185 1,248 561 352 45 50 2,441

令和９年（2027年）の機能別の病床数
将来（令和９年）を見据えた地域において自院が担うべき役割

◎：特に注力すもの、○：◎以外

地域医療構想の推進に係る意向調査の結果（病院のみ）
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全県 →医療政策課
• 国や他県の動向を踏まえた政策立案
• 地域や各医療機関が将来のあるべき姿を検討できるような客観的データ
（現状、将来推計等）の提供

• 基金を活用した施設・設備整備補助等

二次医療圏 →各地域保健所
≪調整会議の運営≫
• 客観的データ（現状、将来推計等）の共有
• 各医療機関がコロナ対応や日常の診療を通じて感じている地域の状況や
課題を聞き取り、共有

• 地域の実情に合った論点整理と協議の展開

医療機関
• 調整会議で共有されたデータや課題を踏まえ、自院が地域において今後
担うべき役割や診療機能について検討・決定

• 病床機能報告や意向調査に反映
• 次回の調整会議でフィードバック

地域医療構想の推進に向けた基本的な考え方

令和４年８月31日
山形県保健医療推進協議会地域
医療構想病院機能推進部会資料
を一部加工
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地域医療構想の推進に向けた基本的な考え方

令和４年８月31日
山形県保健医療推進協議会地域
医療構想病院機能推進部会資料
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地域医療構想調整会議での協議内容

令和４年８月31日
山形県保健医療推進協議会地域
医療構想病院機能推進部会資料

《協議の対象期間》

《具体的な協議事項の例》

○ 地域医療構想は2025年までの実現を目指すものとあれており、2025年が一つの区切りでは
あるが、今後の調整会議における協議については、公立病院経営強化プランの対象期間であ
る2027年（5年後）やその先を念頭に、地域が目指すべき医療提供体制について協議するこ
ととしてはどうか。

・地域の医療ニーズ（人口や患者動向）はどのように変化するか
・5年後や10年後も各医療機関は現在の体制や病院規模を維持できるか
・地域内の医療機能を維持するために、集約化を図る必要があるのはどのような機能か
・「中核的医療を担う基幹病院」の医療機能はどこが担うべきか
・休日・夜間の救急医療に対応できる医療機能はどこが担うべきか
・地域包括ケアシステムを支える医療機能はどこが担うべきか
・地域の医療機関間の「連携」とは具体的に何をどのように行うのか
・建物の老朽化等を機に、機能再編や統合を検討する余地はないか
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令和4年8月31日
山形県保健医療推進協議会地域
医療構想病院機能推進部会資料
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【総務省】公立病院経営強化プラン策定状況調査（R5.3）
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【総務省】公立病院経営強化プラン策定状況調査（R5.3）
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【総務省】公立病院経営強化プラン策定状況調査（R5.3）
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【総務省】公立病院経営強化プラン策定状況調査（R5.3）



【総務省】公立病院経営強化プラン策定状況調査（R5.3）
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資料３

外来機能報告に基づく紹介受診
重点医療機関について
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3
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※R4年度は3月に実施
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紹介受診重点医療機関となる意向の状況と基準

○ 令和5年3月末までに集約された令和4年度外来機能報告において、以下の基準を満たす庄内地域の医

療機関は「日本海総合病院」と「荘内病院」の２医療機関。

○ 「日本海総合病院」と「荘内病院」からは、「紹介受診重点医療機関となる意向あり」との報告と

なっているため、下記の「紹介受診重点医療機関の基準」を踏まえ、地域の協議の場での協議を行う

必要。（なお、当該２医療機関以外は意向なし）

紹介受診重点医療機関の基準

医療資源を重点的に活用する外来（紹介受診重
点外来）の件数の占める割合が、
• 初診の外来件数の40％以上

かつ
• 再診の外来件数の25％以上

意向はあるが基準を満たさない場合

参考にする紹介率・逆紹介率の水準

• 紹介率50％以上
かつ

• 逆紹介率40％以上

 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
例）悪性腫瘍手術の前後の外来

 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
例）外来化学療法、外来放射線治療

 特定の領域に特化した機能を有する外来
例）紹介患者に対する外来

9



紹介受診重点医療機関の基準の適合状況

日本海総合病院 荘内病院

初診の外来件数に占める

紹介受診重点外来の割合
40％以上 53.5% 60.4%

再診の外来件数に占める

紹介受診重点外来の割合
25％以上 35.4% 38.1%

基準値

２つの医療機関はいずれも基準を満たす
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• 日本海総合病院

• 荘内病院

（なし）

• 日本海総合病院
• 荘内病院

11

紹介受診重点医療機関になら
ないことを想定



日本海総合病院 荘内病院

満たす

意向あり

満たす

意向あり

どちらも地域医療支援病院
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参考資料１

第７次山形県保健医療計画（庄内地域編）
の進捗状況について
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